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令和元年度福井県地域年金事業運営調整会議 議事録 

開催日時：令和２年 2 月 13 日（木） 午後２時から午後４時まで 

開催場所：福井市地域交流プラザ（AOSSA 内）６階 ６０７研修室 

出 席 者： 

【委員】 

稲山 幹夫 （福井県社会保険協会 会長） 

北  明美  （福井県立大学 教授） 

佐々木 信治 （福井県年金受給者協会 常務理事） 

嶋田  勝  （福井年金委員会 会長） 

高橋 和治   （福井県都市国民年金主管課長会 議長 鯖江市健康福祉部国保年金課長） 

戸嶋 哲也   （福井県社会保険労務士会 会長） 

野村 俊夫   （福井県教育庁高校教育課 主任） 

畑  秀雄   （全国健康保険協会福井支部 支部長） 

南  秀夫   （厚生労働省近畿厚生局 年金調整課長） 

（敬称略：五十音順） 

【日本年金機構】 

本部 近畿地域第二部 服部部長 

福井年金事務所 髙谷所長 

武生年金事務所 清水所長 

敦賀年金事務所 高木所長 

福井年金事務所  白崎副所長 

福井年金事務所 岡本厚生年金適用調査課長 

福井年金事務所 総務調整課 米澤 

三宮年金事務所 大和田地域調整課長 

三宮年金事務所 地域調整課 澤 

本日の議事 

１．開会 

  事務局（岡本厚生年金適用調査課長）：開会宣言 

２．開会の挨拶 

  福井年金事務所 髙谷所長 挨拶 
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３．資料確認 

  事務局（岡本厚生年金適用調査課長） 

 

４．委員等紹介 

  事務局（岡本厚生年金適用調査課長） 

 

５．議事 

  北委員長挨拶 

    例年、この場をお借りして、大学で社会保障論を講義している者として年金について

感じている事を話させていただいております。昨年は、若者の年金不信もさることな 

  がら、最近はむしろ親御さんの世代が自分の子供達に対して間違った情報なり年金不 

信なりを伝染させているので、そちらの方の対処も必要ではないかと申し上げたので

はないかと記憶しております。私事ではございますが、実は私も標準的な年金受給開

始年齢の６５歳を迎えまして、この時に国の方針に沿った訳ではございませんが考え

るところがありまして受給開始年齢の繰り下げをいたしました。今のところの上限で

ございます７０歳まで繰り下げて基礎年金、厚生年金共に、１．４倍くらいにしてや

ろうともくろんでいるところでございます。ただ、その折には自分から手続きをしな

いといけない。果たしてその年齢の時に、私がその事をちゃんと記憶しているかどう

か不安ですが、それに関連して先程申し上げた立場から、授業の中で学生に対して学

生納付特例について教えておりますし勧めています。特に卒業後１０年以内であれば

追納が出来る。追納をすれば老後の基礎年金が減額されるという事態を避ける事が出

来る。という事も当然伝えているのですが、そこでつけ加えるのは、けれども追納し

ようと思う時は、自分で年金事務所にその意思を伝えて手続きを開始しなければなら

ない。だから、あなた方卒業した時にその事を思い出してと言っている訳です。今日

も議題に第１号被保険者の資格を取得する時の方式について、改善・変更がなされた

というご説明があるかと存じますが、２０歳の時は加入についても学生納付特例につ

いても、一人ひとりに対して非常に熱心な広報あるいは勧奨がなされるのですが、卒

業時に一人ひとりの学生納付特例利用者に対して、追納の手続きや追納するとこのよ

うな利益がありますというような広報は、必ずしも十分ではないのではないか。ある

いは、自分で手続きを開始しないと納付書も送られてこないというあたりについて改

善の余地があるのではないかと感じているしだいです。この調整会議で、この事を取

り上げるのが適当かどうか分かりませんが、所長を始めとして機会がありましたら関

係各所に是非お伝えいただければと存じます。本日は年一回の会合でございます。貴

重な場でございますので、是非積極的なご意見を賜りたくよろしくお願い申し上げま

す。これで挨拶に代えさせていただきます。 

議事に入ります前に本日の委員出席状況についてご報告申し上げます。福井県地域年
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金事業運営調整会議設置要綱第４条第２項に調整会議は委員の半数以上の出席により

成立すると規定されております。御覧のように、議員定数９名に対して本日の出席は

ありがたい事に９名全員でございまして過半数に達しております。本会議が有効に成

立している事をご報告申し上げます。ありがとうございます。それでは議事に入りた

いと思います。議事につきましては事務局からの説明を受けまして、その後皆様から

のご質問ご意見をいただく形をとらせていただきます。それから最後の３０分に事務

局からの提起とは別に幅広く意見交換をする時間をもうけさせていただいております

ので、その心づもりでご発言いただければと存じます。 

 

議事（１）令和元年度「地域年金展開事業」事業実施結果報告について 

 

北委員長 

議事の一番目令和元年度地域年金展開事業実施結果につきまして、事務局からご説 

明をお願いします。 

 

  事務局（髙谷所長） 

資料により「令和元年度「地域年金展開事業」事業実施結果報告」について説明。 

 

  事務局（白崎副所長） 

   年金セミナーアンケート集計結果報告について説明 

 

北委員長 

   ありがとうございました。只今の事務局の説明に対しまして、ご質問ご意見はござ 

いませんか。挙手願います。 

 

  高橋委員 

   ご報告いただきましたアンケートの結果ですが、高校生を中心に非常に良いアンケ

ート結果ですが、どのような内容でセミナーをされているのでしょうか。 

 

  事務局（白崎副所長） 

   パワーポイントによる資料を映写しながら、生徒の皆様へは資料を配布して、基礎

年金は 3 種類ある等具体的な制度説明、それと併せて学生が対象のためご自身が 20

歳になった時は加入しなければならない、また保険料の納付義務・未納のまま放置

していれば将来年金が出ないといった内容を図柄にした資料を配布し説明しており

ます。 
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  高橋委員 

   アンケートの結果が素晴らしいものでしたので、親御さんが分かってらっしゃらな

い方がおられる。結局、年金を免除した事で得したと思ってらっしゃる方が多いの

で、根本を分かっていただきたいので良い資料があれば出していただきたいと思い

ました。 

   

事務局（白崎副所長） 

   資料について回覧させていただき、拝見いただければと思います。 

   また、いただきましたご意見は今後セミナーを実施していくうえで、メリット・デ

メリットも含めましてちゃんと説明出来るような資料にして参りたいと思います。 

 

北委員長 

   例年資料にも入っておりましたので郵送ででもお送りいただければと思います。 

 

事務局（白崎副所長） 

   了解いたしました。 

 

北委員長 

   他にご意見ございませんでしょうか。 

 

  畑委員 

   ２点あります。１点目が、年金委員活動支援事業の表彰式の関係で年金委員と健康

保険が分かれていて一体化するという話が以前あったと思いますが、表彰式にして

も年金も表彰して健康保険も表彰してという事であれば時間もかかり、表彰を受け

られる方も退屈そうですので一本化すれば合理化になると思います。 

   ２点目が、学生向けのセミナーの件で、超高齢化社会になりましたが、私が学生の

頃は大学の一般過程で社会保障について触れるという事があまりなかった。委員長、

現在は教育課程で社会保障的な授業はあるのでしょうか。 

 

北委員長 

   一つ目のお答えは事務局からいただくとして、二つ目の件ですが、私の勤めている

県立大学では看護福祉学部の社会福祉学科・看護学科および経済学部それぞれ３つ

で社会保障関係の授業をしております。大体どこの大学でもそんな感じではないか

と思います。確かに昔はあまりなかったですね。 
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  畑委員 

   今は年金も大事ですし、健康保険も大事ですし、更に介護とかものすごく基準が増

えてきていますので、我々も上から学生等若い人向けに教育をしたらどうだと言わ

れている。ますます大学でも学生向けの教育もしていく必要がありますし、プラス

具体的な話も加味していく必要があると思いました。 

 

北委員長 

   １点目のご質問で、表彰式で二つの分野を統合する事はどうかというご提案が昨年

あったと思いますが、その後ご検討をいただけましたかという話かと思いますがい

かがでしょうか。 

 

  事務局（髙谷所長） 

   その時の話がどのような経緯でされたか分かりませんが、社会保険の中で健康保険

と年金に分かれた経緯がある中で、また一つにするのはなかなか厳しい話ではない

かと思います。組織的に表彰していくとなった時はそれぞれが表彰していかざるを

得ないのかと思いますし、一つになったとしても、例えば分野別に健康保険分野と

か年金分野という形でやっていくしかないのかと思います。協会健保であれば健康

づくりとか、昔社会保険の表彰式の中では事業所向けの表彰もあったかと思います。

その分が今は協会健保に移ったが、年金の方には残っておりませんので、それをま

た一つというのはなかなか私共下から言っていく内容ではないと思います。 

 

  畑委員 

   一本化されている県が多いと聞いたのですが、福井はされてないので何故かと思い

ました。 

 

北委員長 

   今おっしゃっているのは、表彰というよりは説明会が一本化されている、あるいは

同日に開催されている所があるという事ですか。 

 

  事務局（髙谷所長） 

   委員と言う事ですよね。 

 

  畑委員 

   委員です。 
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  事務局（髙谷所長） 

私も他の県を回っていますが一本化された県は聞いたことないです。ただ、健康保

険委員、年金委員を媒体とした組織・委員会を一本化で作っている所はございます。 

   私が以前居た滋賀県では、年金委員会とか健康保険委員会というのはなく、社会保 

険委員会あり、その中に年金委員と健康保険委員を含めてやっているというのはご 

ざいますが、組織自体が違うので年金委員・健康保険委員を一つにするのはないか 

なと思っております。 

 

  北委員長 

   表彰される側が時間的に苦痛だというご意見もありましたので、引き続きご検討を

よろしくお願いします。  

   他はいかがですか。では貴重なご質問ご意見ありがとうございました。他にないよ

うでしたら、令和元年度地域年金展開事業実施結果につきまして、ご了承いただけ

ますでしょうか。ありがとうございます。それでは、ご了承いただきましたので次

の議題に進みたいと存じます。 

 

 

議事（２）令和２年度「地域年金展開事業」事業実施計画（案）について 

 

  北委員長 

議事の２番目でございます。令和２年度地域年金展開事業計画案につきまして、事

務局よりご説明お願いします。 

 

  事務局（清水所長） 

資料により「令和２年度取組方針（案）」・「令和２年度事業計画（案）」につい

て説明 

 

  北委員長 

   ありがとうございました。只今のご説明に対しまして、何かご質問ご意見おありの

方いらっしゃいますでしょうか。 

 

  嶋田委員 

   国民年金のセミナーで若い人はよく分かると思うのですが、厚生年金に入って３０

歳くらいを超えた人が自分はかけた分必ず戻るという教育が広まってないので、事

業所の説明会は行っているのでしょうか。 
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  事務局（髙谷所長） 

   年金制度の説明会という形になると思うのですが、機構といたしましては企業向け

の制度説明会は行っています。要望があれば事務所の職員が赴いて対応するという

事はやっておりますので、ご希望があればという事ですが、内容的に年金制度は幅

広くありますので、どのような事が知りたいのかを、要望をお聞きして講義をやら

せていただくという事はございます。 

   大々的に広報出来てないかも知れませんが、大きな事業所様に調査に入らせていた 

   だいた時にどうでしょうかという話はさせてもらっている事はあります。小規模で 

   少人数でもありかとは思いますが、私共としてはある程度お伺いする時は人数があ 

   った形でやらせていただけたらという事でございます。 

 

  嶋田委員 

   分かりました。うちの職員等も２５０～３００名近く居るのですが、かけた分は必

ず戻ってくるという事を非常に心配しているので、元気で長生きすると必ず戻って

くるという事を言っているのですが、自分のかけた分だけ必ず戻ってくると何かに

書いてあれば説明して欲しいと思います。 

 

  事務局（髙谷所長） 

   説明会というだけではなくて、広報誌の中で事業所様にそういった情報を提供させ

ていただいて、また事業所の中で回覧とか見る機会を作っていただいて、周知に努

めるという事もあると思います。ただ、年金制度は生きている事というリスクの保

証ですから、亡くなった時のところまでというのがなくて、全額戻ってくるもので

はないという説明が難しいところでございます。平均寿命まで生きていれば元は取

れると思いますが、若い方は早く亡くなった場合どうなるのかと思っているのかと

思います。そこを除けば大丈夫と言っていけると思いますので、そういった情報は

提供させていただきます。 

 

  北委員長 

   遺族厚生年金や障害厚生年金もありますので、亡くなって老齢厚生年金にはとどか

なくても受益というのもあると思います。ありがとうございます。他にご意見ご質

問はありませんか。それでは只今の令和２年度地域年金展開事業計画（案）につき

ましてご了承いただけますでしょうか。ありがとうございます。ご了承いただきま

した本日の議事については以上となりますが、昨年１０月から２０歳到達時の国民

年金資格取得手続きについて変更がございましたので、その点について事務局から

ご説明をお願いいたします。 
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事務局（白崎副所長） 

   資料により「２０歳到達による国民年金第１号被保険者資格取得手続きの変更につ

いて」説明 

 

  北委員長 

   ご説明ありがとうございました。只今の説明につきまして、何かご質問ご意見あり

ますでしょうか。ありませんか。では私の方から、制度改正ではなくて事務手続き

でこのような事が出来るのですか。学生納付特例事務法人を利用した場合は、職権

適用を自動的にやるという事ですよね。行政レベルの命令改正ではなく、手続きで

出来るものなのですか。 

 

事務局（白崎副所長） 

   規則の改正がございまして、このような手続きが出来るようになりました。 

 

  北委員長 

   分かりました。ご説明ありがとうございました。 

 

事務局（高木所長） 

   学生事務法人になったからそれが免除される訳じゃなくて、２０歳は全て職権適用

です。 

 

  北委員長 

   それはしばらくして本人が自分から申請をしなかった場合では。 

 

事務局（高木所長） 

   今は全国民が２０歳で職権適用です。 

 

事務局（白崎副所長） 

   規則が改正され全国民の手続きが不要になりました。 

 

  北委員長 

   分かりました。冒頭で私が申し上げました学生納付特例（免除も同様）を利用した

場合の１０年以内の追納の件ですが、自分から追納しますと申し込まなければなら

ないという問題があるだけじゃなくて、国民年金保険料を払う時と違って、口座振

替やクレジットカード払いが出来ず、納付書でしか追納できないというのは今も変
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わってないですか。 

 

事務局（白崎副所長） 

   変更ありません。 

 

  北委員長 

   学生納付特例を利用するとか前納とか口座引き落としとかはすごく積極的に勧奨し

ておきながら、追納の便を図る事に関しては、同じような熱心さが見られないよう

に感じられます。そのあたりもどのレベルでか分かりませんが、ご検討いただけれ

ばと改めて思うしだいです。 

 

事務局（白崎副所長） 

   追納期間につきましては、年２回追納勧奨状というハガキでご案内しており、その

ハガキを持って申し込みをされる。納付したいという時に年金事務所で申し込みを

されて納付書を発行するという事を行っています。 

 

  北委員長 

   勧奨のハガキを年２回送付というのは以前からされていたのですか。 

 

事務局（白崎副所長） 

   以前から継続してやっております。 

 

  北委員長 

   ありがとうございます。他に何か関連してございますか。 

 

  高橋委員 

   ２０歳の方へお送りする資料ですが、方法論的に仕方がない事かと思いますが、根

本的な「あなたの年金が賦課方式の中で支えてるんだ」という事があまりうたわれ

ていない。せっかく高校生時代にきちっとセミナーを受けて分かった若者たちがそ

れを忘れても手続き的な事だけ知らされるというのは、すごくもったいないかなと

思います。原点に戻るという事がもう少しあってもいいのかと思いました。 

 

  事務局（髙谷所長） 

   貴重なご意見ありがとうございます。納めていただく事が基本ですので、それが高

校時代のセミナーでは世代と世代の助け合いだと言っておきながら、学生納付特例

中の時にそういったものが抜け落ちているというのは必要なところだと考えます。
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貴重なご意見として承って改善出来たらという事で上申したいと思います。 

 

  佐々木委員 

   ２０歳適用が変わったという事で、学生納付特例事務法人が設置されておれば学生

からの免除申請が本人から出てくるという事です。福井県内の指定法人が４校でこ

れもそんなに大きい大学とかが含まれていない。これをもう少し強力に進めて指定

法人に協力依頼していただいたというか。昔からなかなか難しいところがあったと

思いますが、これはセミナーの時にお願いするのではなくて、特別に進めたら良い

のではないかと思いました。 

 

事務局（白崎副所長） 

   貴重なご意見ありがとうございました。先程、１月から３月のスケジュールを説明

させていただきましたが、ご意見のとおりこれだけに特化して資料を持って大学に

行きたいと考えます。 

 

  北委員長 

   只今の件、去年も一昨年も同じ事を申し上げたと思います。少なくとも県立大学の

場合は、事務局に事情を聞きますととても人手が回らない。補助のお金（奨励金）

が出るがわずかな金額で人件費追加分程にもならないと聞いております。福井県の

方に強力に申し出でもしない限り県立大学は動かないと思っておりますので、よろ

しければ参考になさってください。他にありますか。 

 

  畑委員 

   今日のお話とはずれるかも分かりませんが、私も１月で６５歳になりまして、文書

で案内がきました。内容を読んでいますと分からない。結局、東京の相談窓口に電

話をかけて予約番号を取ってお話をさせていただいたのですが、繰り下げた方がい

いのかそのままがいいのか、そのあたりがあまり具体的な説明がいただけない。年

金機構として、言いにくい部分があると思うのですが、僕らが聞きたいのは、例え

ば３年繰り下げてその時から受給したら回収するのにはどれくらい長生きしたらい

いのかとか、そのあたりが知りたいがなかなか相談してもはっきりしたお話はいた

だけなかった。もう少し具体的な事例をのせて、こういうケースの場合はいくつく

らい以上長生きしたらプラスマイナスゼロになりますというのがあれば分かりやす

く、電話をかける手間暇もかかりませんし。我々も健康保険の方から色々な文書を

送るのですが必ず問い合わせがくる。どうしても専門用語を使うと読んでも分かり

にくい。もっと簡単に短く書いたらと言うのですが、そうすると漏れてしまうとい

うリスクがあるので、どうしても長々しい文書を書いてしまう。理屈としては分か
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るのですが、これからはあまり長い文書は書かずにポイントで入れると非常に分か

りやすいのではないかなと思います。 

  北委員長 

   ありがとうございます。議事進行の整理をさせていただきます。まずは事務局の方

から２０歳到達時の手続きの変更にかかる説明をしていただきまして、質疑応答も

ございました。このご説明については、質疑応答一区切りしたものとしてよろしい

でしょうか。ありがとうございます。では、今ほどのご意見を含めましてこの先は

１６時前まで自由な意見交換の時間にさせていただきたいと思います。今ほどのご

意見に関して何か事務局の方からお答え等はございますでしょうか。 

 

議事（３）意見交換 

 

  事務局（髙谷所長） 

   もっともな話です。年金制度自体がつぎはぎというか制度自体が繰り返し公平改革

というか、続けてきた事によるデメリットというか、昔から抜本改革という話が出

てはいるが出来ていない。こういう人にはこうやっていこうとやってきた制度なの

で、１歳違っても貰う歳が異なったり金額の計算が変わってくる事もございます。

１つに纏めてお話しすべき事はあるが個別に知りたい場合は、どういった事を知り

たいかおっしゃっていただかないと、こちらからこうですよという説明に至らない。

それが現状ですので、知りたい事をおっしゃっていただければ、回答に繋げられる

と思います。 

 

  北委員長 

   ありがとうございます。その辺りは社会保険労務士会の方からコメントはあります

か。 

 

  戸嶋委員 

   先程、畑支部長もおっしゃいましたが、表彰式の調整の問題、一本化は出来ないの

でしょうが、以前は社会保険委員がおられて社会保険委員表彰があった。それが行

政の都合で健康保険と分けられ二つの種類の委員さんが出来た。この制度は適用も

保険料の回収も給付の手続きも、かなり企業にかぶせているところがあり、企業で

はどちらも同じ方がされたりするので調整出来ないのかと思います。畑さんがおっ

しゃったのは表彰される委員の皆さんにとって時間が長くて大変そうだというのを

改善出来たらいいだけなので、別に表彰が一本化出来なくても何とかなるのかと思

います。年金については、基本は平均寿命まで生きたら元が取れるという事でいい

ですよね。それ以上となれば繰り下げして年金を受ければ、それ以上生きれば得す
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るのがどんどん増えていくという事です。先程、所長にもふれていただきましたが、

社会保険労務士会も１０月に無料相談会を広く住民の皆様に対してアピールしなが

ら相談を受けたりしていますが、去年の議事録を見ますと社労士会もやるし年金事

務所もやるし、お帰りになりましたけれど、稲山委員は税務署もやるし、学校は色々

持ち込まれる。もう少し相乗効果が出るように出来ないかという事でご相談をさせ

ていただけるとありがたいです。 

 

  北委員長 

   ありがとうございます。今の件に関連して教育庁からいらしている野村さんの方か 

らよろしければお願いします。 

 

  野村委員 

   今年度高等学校でのセミナーの生徒達にされているのですが、２～３年前に９０分 

   とか１００分で講義型のセミナーを提案されても、なかなか学校はコマを補充する 

   のが大変なので柔軟な対応をお願いしたいといった事を思い出しました。現在は、 

   ４０分や５０分でポイントを絞って生徒が参加するようなスタイルで工夫をしてい 

   ただいたおかげで、学校もそれならこの年に入れるかなという反応があったのかな 

   と思います。 

１回こういうものをやって、面白かったとか生徒が理解してくれると学校は引き続 

き続けるのではないかなと思いますので、今後もこういった形で続けていただけれ 

ばなと思っております。 

 

  北委員長 

   ありがとうございます。事務局から追加的なコメントはおありですか。 

 

  事務局（髙谷所長） 

   年金セミナーにつきましては、セミナーが出来た当時は講義式でやってましたので、   

学生もつまらないような感じでした。現在はキャッチボール型でクイズを行ったり、

飽きさせない工夫をしておりますので、このアンケートの結果に繋がっており、割

と評価も良いのかと思っています。高校も細かく質問をしてくる学生が居るところ

もあれば、簡単な説明をして欲しいという要望が学校側からあったりする事もござ

いますので、その要望になるべく沿った形で出来るように工夫していきたいと思っ

ております。 

 

  北委員長 

   ありがとうございます。他にご意見ご質問などありますか。 
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戸嶋委員 

   セミナーの関係で資料を読ませていただいていると、セミナーを受けて年金に否定

的な意見の中で出てくるのが、預金で大丈夫とか民間の保険で大丈夫というのがあ

るようです。もちろん皆さんはご存じだと思いますが、年金は一生ですが預金なり

民間保険は一時金ですので、決定的に違う社会保障という事を早めに手を打つのが

よいと思います。 

 

  北委員長 

   同感でございます。他にありますか。よろしければ、近畿厚生局から来られてます

南さんよろしくお願いします。 

 

南委員 

   先程、佐々木委員の方から、学特法人の取り組みについてもっと適用拡大をしたら

いいのではないかというご意見がありました。福井県の方で１件法人の適用拡大を

されたという事をおっしゃっていただいておりましたが、なかなか協力していただ

ける法人が少ないという事でしょうか。 

 

  事務局（髙谷所長） 

   先程、北先生の方からもお話ありましたとおり、やっていただけるのがないという

事ですし、引き続きこの制度についての説明と要請を続けたいとは思います。学生

にとってプラスになる事ですので、何とかご理解を得たいと思っております。 

 

  北委員長 

   例えば、県立大学だと永平寺キャンパスと小浜キャンパスがある。両方に置かなけ

ればいけない。まして、もっと大きい都会の私立大学だとそれこそ一つの市の人口

レベルの学生数がいてキャンパスが幅広く幾つもという事になると、なかなか大変

だと去年も確か話が出たと思います。 

 

南委員 

   私共も適用拡大に向けて毎年勧奨状等の発送をしており、去年も３９６件くらい発

送したと思います。電話での問い合わせは結構あるのですが実際に話を聞いていた

だけたのが、６～７件あったと思います。話をさせていただくと、大きな大学です

と色々なキャンパスがあるという事もありますし、各大学・専門学校で人手不足で

あったり、業務多忙という事もあります。平成３０年３月からマイナンバーでの届
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け出が出来るようになり、そのマイナンバーの管理に躊躇されている法人もたくさ

ん見受けられるところです。この制度は大事ですので、来年度に向けて適用拡大に

努めて参りたいと考えております。また、来年度早々に地域部と連絡を取らせてい

ただき進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

  北委員長 

   ありがとうございます。そろそろ終了時刻も迫ってまいりましたが、最後にご発言

なされる方はおられますでしょうか。 

 

  高橋委員 

   基本的に元が取れるとか納めた分が戻ってくるとか、そういったものじゃないとい

う事を我々は窓口で申し上げなければならない。当然健康保険であるとか、後期高

齢者医療制度であったとしても、我々は大事な部分を支えていると、日本国が続く

限り制度は続く訳ですから、そういった意識で我々は仕事をしております。今更申

し上げる事ではございませんが、どうもそうじゃない議論に我々窓口でもなってし

まいがちですので、そういったところは忘れたくないです。 

 

  北委員長 

   ありがとうございました。それでは時間も参りましたので、本日の議事はこれで終

了させていただきますが、よろしいでしょうか。では、事務局の方で引き取ってい

ただきます。 

 

６．閉会の挨拶 

本部 近畿地域第二部 服部部長 挨拶 

 

７．閉会 

  事務局（岡本厚生年金適用調査課長） 

委員の皆様方におかれましては、お忙しい所お集まりいただき、多くの貴重な提言 

を賜り、また、各議事につきご了承いただきありがとうございました。次回の会議 

につきましては、委員長と調整させていただき事務局より改めてご連絡させていた 

だきますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 


